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当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年11月20日付けで訴訟の提起を受け、本日、当該訴訟に係る訴状の送達を受け

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訴訟が提起されるに至った経緯 

当社は、当社株主総会において平成23年6月10日付で承認された大規模買付ルール（買収防衛策）

（以下「大規模買付ルール」といいます。）に基づき、平成24年5月15日付の特別委員会の答申を受

けて、Effissimo Capital Management Pte Ltd（以下「エフィッシモ社」といいます。）から提案

を受けている大規模買付行為（以下「本大規模買付行為」といいます。）に反対し、これを中止す

ることを求める議案（以下「本議案」といいます。）を、当社第43期定時株主総会（以下「本総会」

といいます。）に上程いたしました。 

本議案については、同年6月12日に開催された本総会において、原案どおり承認可決されるととも

に、エフィッシモ社及び株式会社クレディセゾンを除く出席株主様の圧倒的多数である９割近くの

賛成を得られました。 

これを受け、当社は、大規模買付ルール及び特別委員会による答申に従い、エフィッシモ社に対

し、当社の株主様のご意思を厳に尊重し、直ちに本大規模買付行為を中止することを要請いたしま

した。 

今般、エフィッシモ社及びエフィッシモ社の運用するファンドの受託者とされるロイヤル バン

ク オブ カナダ トラスト カンパニー（ケイマン）リミテッドが、本総会における本議案の決

議が無効であるとして、当該決議の無効確認を求めて訴訟を提起し、本日、当社において訴状の送

達を受けました。 

 

２．訴訟の提起があった裁判所及び年月日 

  東京地方裁判所 平成24年11月20日（訴状送達日 平成24年12月19日） 

 

３．訴訟を提起した者 

（１）名称 ロイヤル バンク オブ カナダ トラスト カンパニー（ケイマン） 

リミテッド 

 所在地 ケイマン諸島、グランド・ケイマンＫＹ１－１１１０、ジョージ・タ

ウン、シェデン・ロード２４、私書箱１５８６ 

 代表者の氏名 オルガ・プッシー、セルマ・Ｌ・アーク 

 



 

 

（２）名称 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エル

ティーディー 

 所在地 ２３８５５５ シンガポール、ザヒーレン、＃１２－０６ オーチャ

ードロード２６０ 

 代表者の役職・氏名 ディレクター 今井 陽一郎 

 

４．訴訟の内容 

（１）当社の平成24年6月12日付第43期定時株主総会における決議で、当社がエフィッシモ社が提案

している大規模買付行為に反対し、かつ、エフィッシモ社に対し大規模買付行為の中止を要請す

ることを承認する旨の決議が無効であることの確認 

（２）訴訟費用を当社の負担とする旨の請求 

 

５．今後の見通し 

当社といたしましては、本総会における本議案の決議は適法に行われたものと確信しており、本

件訴訟において、当社の考えを適切に主張していく所存です。 

 

以   上 

 


